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第８章 計画の推進体制・進行管理 
１ 計画の推進体制 

市民・事業者・行政の協働と連携により，一体となって本計画の推進を図ります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

地球温暖化対策の推進に関する法律 

旭川市地球温暖化対策実行計画 
（区域施策編） 

取組推進 

進捗状況報告 

計画の見直し 
（必要に応じて） 

旭川市 
環境審議会 

市民・事業者等 

情報提供 
連携・協働 

旭川市 
 

 
 
 

事務事業編に基づく率先行動 

旭川市地球温暖化対策実行計画 
（事務事業編） 

情報提供 
連携・協働 

国，北海道， 
周辺自治体 



 

 
 

81 

２ 計画の進行管理 
市民・事業者・行政の協働と連携により本計画の推進を図るとともに，本計画の進捗状況に
ついて，本市の環境行政に関する附属機関であります，旭川環境審議会において計画の進捗
管理のほか，必要に応じて見直しを進めます。効果的な進行管理を行うため，PDCA サイク
ルに基づき，取組の継続的な改善と推進を行います。 

 

（１）計画の策定（Plan） 

本計画の取組の実施に当たり，取組の進捗状況，国や北海道の動向，新たな技術開発などの
状況を踏まえながら，その実現を図ります。 

 

（２）計画の実施（Do） 

関係者との調整を行いながら，本計画に掲げた取組の実施を図ります。 
 

（３）点検・評価（Check） 

温室効果ガス排出量の状況，本計画に掲げた目標の達成状況，その他取組の実施状況など
に関する点検・評価結果を旭川市環境審議会や市民・事業者等への情報提供・公表を行いま
す。 

 

（４）見直し・改善（Action） 

旭川市環境審議会や市民・事業者など各主体からの意見や国や北海道の動向，目標及び取
組の進捗状況を踏まえ，必要に応じて本計画の見直しを行います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

④Action 
施策の見直し 
新規施策の立案 

旭川市環境審議会 

①Plan 
施策立案 
目標設定 

③Check 
目標達成の点検 
評価・見直し 

②Do 
計画の実施 


